
 

収用対象事業の施行により移転建築する建築物 

 

 収用対象事業の施行により移転建築する建築物について、下記のすべての要件に該当する

ものは、都市計画法第３４条第１４号又は同法施行令第３６条第１項第３号ホに基づき、開

発審査会の議を経たものとして取り扱うものとする。 

 

記 

１ 対象事業等 

 対象となる収用対象事業は、土地収用法第３条の各号に規定する事業又はその他の法律に 

よって土地を収用できる事業をいい、当該事業の施行により、建築物を移転又は除却しなけ

ればならないことが確実であると認められるものであること。 

 

２ 対象者 

 対象者は、所沢市内又は所沢市に隣接する市町内で施行される収用対象事業により、現に 

存する自己の所有する建築物（適法なものに限る。）を移転又は除却しなければならない者

で、移転又は除却を承諾した日から原則として 1年以内に開発（建築）許可申請等を行うも

のであること。 

 

３ 移転先の土地 

 移転先の土地は、次のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 埼玉県及び所沢市の基本構想、基本計画、その他諸計画及び諸施策の実現に支障がな

いものであること。 

 ⑵ 敷地面積は既存建築物の敷地のうち、収用対象事業の施行により買収された面積（買

収による残地が生じる場合には、当該残地面積が、当該買収面積の２分の１以下である

場合又は当該残地面積が１００平方メートル未満である場合には、その部分の面積を当

該買収面積に含むことができる。）の１．５倍以下であること。ただし、自己の専用住

宅又は自己の併用住宅の場合で、家族構成等によりやむを得ないと認められる場合は、

この限りではない。 

 ⑶ 移転先は、独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落で、５０以

上の建築物（市街化区域に存するものを含む場合は、その過半数が市街化調整区域内に

存すること。以下同じ。）の各敷地が、５０メートル以内の間隔で連続している地域又

は申請地の敷地境界線から５００メートルの範囲内に、建築物の各敷地が１００以上存

する地域であること。 

 

４ 予定建築物 

 予定建築物は、次のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 予定建築物の用途は、従前と同一であること。ただし、自己の併用住宅を自己の専用

住宅とする場合はこの限りでない。 

 ⑵ 予定建築物の延べ床面積は、従前の１．５倍以下であること。ただし、予定建築物の

用途が自己の専用住宅又は自己の併用住宅の場合で、家族構成等によりやむを得ないと

認められる場合は、この限りでない。 

 ⑶ 予定建築物の高さは、１０メートル以下であること。ただし、従前の建築物の高さが

１０メートルを超える場合に限り、従前の建築物の高さを限度とすることができる。 



 

 

５ 他法令との関係 

 他の法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 

 

６ その他 

 残地がある場合は、その土地が従前の建築物の敷地の用に供することができないものであ 

ること。 

 

   附 則 

 この基準は、平成１９年１１月３０日から施行する。（平成１９年１１月１日第４回議決） 

   附 則 

 この基準は、令和７年８月１日から施行する。（令和７年２月５日第３１回議決） 

 

 


